
  

 
第４章 我が国との比較   
         
本章では、第２章及び第３章の記述をもとに、高速道路の概要と整備方式、有料道路制

度、投資回収の仕組みとコンセッション契約について、フランス、イタリア及び我が国と

の比較を行った。 
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高
速
道
路
の
概
要
と
整
備
方
式

 
 

  
日
本

 
フ
ラ
ン
ス

 
イ
タ
リ
ア

 

名
称
 

高
速
自
動
車
国
道
 

Au
to
ro
ut
e 

Au
to
st
ra
da
 

所
管
 
・
 
国
土
交
通
省
 
道
路
局
 

・
 
交
通
・
設
備
・
観
光
・
海
洋
省
道
路
局
 

・
 
イ
ン
フ
ラ
交
通
省
、
AN
AS
株
式
会
社
 

（
AN
AS
は
、
19
94
年
に
公
共
事
業
省
外
局
か
ら
公
益
法
人
に
転
換
。
20
02
年
末
に
株

式
会
社
化
）
 

計
画

延
長
 
・
 
予
定
路
線
 
11
,5
20
km
 

・
 
整
備
計
画
 
9,
34
2k
m 

(事
業
中
区
間
：
有
料
方
式
11
53
km
、
新
直
轄
方
式
82
2k
m)
 

・
 
12
,1
20
km
（
都
市
内
高
速
は
含
ま
な
い
）
 

・
 
7,
51
5k
m 

供
用

延
長
 
・
 
7,
42
2k
m（
20
06
年
）
(6
4%
の
整
備
率
) 

・
 
10
,8
40
km
（
20
05
年
）
(8
9%
の
整
備
率
) 

・
 
6,
84
4k
m（
20
05
年
）
(9
1%
の
整
備
率
) 

有
料
区
間
の
延
長
 
・
 
7,
42
2k
m（
10
0％
）
 

・
 
8,
23
3k
m（
76
％
）
 

・
 
5,
63
8k
m（
82
％
）
 

無
料
区
間
の
特
徴
 
・
 
－
 

・
 
都
市
間
高
速
：
経
済
発
展
の
遅
れ
て
い
る
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
や
中
央
山
塊
地
方
（
採
算
が

合
わ
な
い
と
さ
れ
る
路
線
）
。
 

・
 
都
市
内
高
速
：
環
状
道
路
や
都
市
近
郊
の
高
速
道
路
 

・
 
都
市
間
高
速
：
経
済
発
展
の
遅
れ
て
い
る
南
部
地
域
（
採
算
が
合
わ
な
い
と
さ
れ

る
路
線
）
。
 

・
 
都
市
内
高
速
：
環
状
道
路
や
都
市
近
郊
の
高
速
道
路
 

有
料
・
無
料
の
決
定
方
法
 
・
 
－
 

・
 
都
市
近
郊
は
交
通
誘
導
の
し
や
す
さ
、
環
境
面
や
経
済
活
動
に
有
利
と
な
る
よ
う
無
料

と
す
る
の
が
原
則
。
 

・
 
都
市
間
は
設
備
省
が
計
算
を
行
い
、
採
算
が
合
わ
な
い
と
さ
れ
た
路
線
を
直
轄
で
整

備
。
 

・
 
公
的
補
助
の
負
担
割
合
で
判
断
（
50
%を
越
え
れ
ば
無
料
）。
 

・
 
有
料
・
無
料
と
す
る
原
則
的
考
え
方
は
フ
ラ
ン
ス
と
同
じ
。
 

・
 
国
の
10
カ
年
計
画
（
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）
に
基
づ
き
AN
AS
が
3
カ
年
計
画
を
策

定
す
る
過
程
で
AN
AS
が
判
断
。
 

・
 
建
設
費
の
50
％
を
越
す
公
的
補
助
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
 

方
式
 

 
・
 
有
料
道
路
方
式
（
民
営
化
後
は
Ｂ
Ｔ
Ｏ
方
式
）
 

・
 
直
轄
方
式
 

・
 
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
方
式
 

・
 
直
轄
方
式
 

・
 
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
方
式
 

・
 
直
轄
方
式
 

現
在
の
 

整
備
方
式
 

   

   ス
キ
ー
ム
の

比
較
 

      

 
 

 

     
 

無
料

 

有
料

 

直
轄
方
式

 

民
間
会
社
（
株
は
国
が
保
有
）
 

【
整
備
主
体
】
 

無
料

 

有
料

 

民
間
会
社

 
【
整
備
主
体
】
 

（
Ｂ
Ｔ
Ｏ
方
式
）
 

無
料

 

有
料

 

民
間
会
社

 
【
整
備
主
体
】
 

混
合
経
済
会
社
等

 

直
轄
方
式

 

コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
方
式

 

直
轄
方
式

 

コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
方
式

 

混
合
経
済
会
社
（
SE

M
C

A
）
・
・
・
国
、
地
方
自
治
体
等
が
過
半
数
の
株
式
を
有

す
る
半
官
半
民
の
混
合
会
社
。
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有
料
道
路
制
度
概
要

 
 

 
日
本
 

フ
ラ
ン
ス
 

イ
タ
リ
ア
 

民
間
方
式
 

導
入
の
仕
組
み
 

             ・
 
会
社
が
建
設
し
た
道
路
資
産
は
機
構
に
帰
属
し
、
会
社
に
貸
し
付

け
ら
れ
る
。
機
構
は
貸
付
料
を
原
資
と
し
て
債
務
を
民
営
化
か
ら

45
年
後
ま
で
に
返
済
。
債
務
返
済
完
了
後
、
機
構
は
解
散
し
資
産

は
国
に
帰
属
。
道
路
は
無
料
開
放
。
 

 

             ・
 
国
と
会
社
と
の
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
契
約
（
35
年
～
75
年
）
に
よ
り
会
社
が
道
路
の
建

設
・
維
持
管
理
を
行
い
、
料
金
収
入
に
よ
り
建
設
債
務
を
返
済
。
契
約
期
間
満
了
後
、

道
路
資
産
は
国
に
引
き
渡
さ
れ
る
。
 

 

             ・
 
国
か
ら
高
速
道
路
の
計
画
、
管
理
等
の
権
限
を
委
託
さ
れ
た
Ａ
Ｎ
Ａ
Ｓ
と
会
社
が

コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
契
約
（
35
年
程
度
）
を
結
び
、
会
社
が
道
路
の
建
設
・
維
持
管

理
を
行
う
。
料
金
収
入
に
よ
り
建
設
債
務
を
返
済
。
契
約
期
間
満
了
後
、
道
路
資

産
は
国
に
引
き
渡
さ
れ
る
。
ま
た
、
会
社
は
純
収
入
の
2.
4%
を
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン

料
と
し
て
国
に
払
い
続
け
る
（
う
ち
、
42
%は
Ａ
Ｎ
Ａ
Ｓ
の
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
監

督
費
等
に
充
て
ら
れ
る
）。
 

有
料
制
・
 

料
金
改
定
等
 

・
 
高
速
国
道
の
料
金
水
準
は
全
国
一
律
 

（
首
都
圏
等
の
大
都
市
近
郊
 
長
大
ト
ン
ネ
ル
等
の
特
別
区
間
、
 

均
一
区
間
等
の
例
外
あ
り
）
 

※
な
お
高
速
国
道
以
外
の
高
速
道
路
は
別
の
料
金
体
系
に
基
づ
く
 

・
 
料
金
改
定
に
は
協
定
等
の
変
更
を
伴
う
。
 

・
 
料
金
は
路
線
ご
と
に
決
定
。
 

・
 
料
金
改
定
方
法
（
値
上
げ
式
）
は
契
約
に
お
い
て
定
め
る
。
 

・
 
仕
様
書
に
示
さ
れ
た
範
囲
内
で
毎
年
料
金
改
定
を
行
う
。
 

 

・
 
料
金
は
会
社
毎
に
決
定
。
 

・
 
料
金
改
定
方
法
（
値
上
げ
式
）
は
契
約
に
お
い
て
定
め
る
。
 

・
 
プ
ラ
イ
ス
キ
ャ
ッ
プ
制
（
サ
ー
ビ
ス
水
準
と
の
連
動
）
に
よ
り
毎
年
料
金
改
定
を

行
う
。
 

内
部
補
助
等
 

・
 
各
会
社
毎
に
機
構
と
協
定
を
締
結
 

・
 
債
務
返
済
計
画
は
機
構
に
お
い
て
高
速
国
道
を
含
む
全
国
路
線

網
で
一
体
管
理
 

 

・
 
会
社
毎
の
プ
ー
ル
制
と
個
別
路
線
採
算
性
の
併
用
 

（
93
年
の
Ｅ
Ｕ
指
令
前
の
契
約
分
は
プ
ー
ル
制
、
そ
れ
以
降
の
新
規
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ

ン
契
約
は
個
別
路
線
採
算
制
。
）
 

・
 
フ
ラ
ン
ス
と
同
じ
 

有
料
道
路
制
度

の
ス
キ
ー
ム
 

道
路
資
産
の
取
り
扱
い
 

・
 
償
還
期
間
中
：
機
構
資
産
→
償
還
後
：
本
来
道
路
管
理
者
（
国
）
 

・
 
Ｓ
Ａ
、
Ｐ
Ａ
の
道
路
管
理
上
必
要
な
道
路
資
産
 

（
駐
車
場
・
ト
イ
レ
等
）
以
外
は
会
社
資
産
 

・
 
契
約
期
間
中
は
、
会
社
の
資
産
（
土
地
の
登
記
名
義
は
国
）
 

・
 
契
約
期
間
終
了
後
、
国
に
引
き
渡
す
 

・
 
Ｓ
Ａ
、
Ｐ
Ａ
は
道
路
と
同
じ
扱
い
 

・
 
契
約
期
間
中
は
、
会
社
の
資
産
（
土
地
の
登
記
名
義
は
会
社
、
た
だ
し
売
却
の
で

き
な
い
限
定
的
所
有
権
）
 

・
 
契
約
期
間
終
了
後
、
国
に
引
き
渡
す
 

・
 
Ｓ
Ａ
、
Ｐ
Ａ
は
道
路
と
同
じ
扱
い
 

導
入
の
単
位
 
・
 
地
域
単
位
（
東
日
本
、
中
日
本
、
西
日
本
等
）
 

・
 
路
線
単
位
（
93
年
以
前
契
約
分
は
複
数
路
線
）
 

・
 
フ
ラ
ン
ス
と
同
じ
 

導
入
の
考
え
方
 
・
 
債
務
の
確
実
な
返
済
、
少
な
い
国
民
負
担
で
の
真
に
必
要
な
道
路

の
建
設
、
民
間
ノ
ウ
ハ
ウ
発
揮
に
よ
る
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
 
・
 
19
70
年
代
の
民
間
会
社
参
入
許
可
は
、
高
速
道
路
の
整
備
促
進
 

・
 
20
00
年
以
降
の
SE
MC
A
完
全
民
営
化
は
、
国
の
債
務
の
削
減
 

・
 
国
の
債
務
の
削
減
 

・
 
市
場
原
理
の
導
入
に
よ
る
効
率
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
 

 

民
間
方
式
導
入

の
基
準
 

高
速
道
路
会
社

等
の
属
性
 

 

・
 
民
間
会
社
（
国
が
株
を
保
有
）
 
6
社
 

 
（
高
速
国
道
等
の
建
設
・
管
理
：
3
社
）
 

- 
東
日
本
高
速
道
路
（
株
）
 

- 
中
日
本
高
速
道
路
（
株
）
 

- 
西
日
本
高
速
道
路
（
株
）
 

 （
そ
の
他
の
高
速
道
路
会
社
）
 

- 
首
都
高
速
道
路
（
株
）
 

- 
阪
神
高
速
道
路
（
株
）
 

- 
本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
（
株
）
 

（
※
首
都
・
阪
神
・
本
四
は
地
方
自
治
体
も
株
を
保
有
）
 

 

①
民
間
会
社
 
12
社
 

 
供
用
中
(1
0社
)  

- 
SA
NE
Fグ
ル
ー
プ
（
SA
NE
F ,
SA
PN
）
20
05
年
12
月
民
営
化
 

- 
AP
RR
グ
ル
ー
プ
（
AP
RR
,A
RE
A）
 
 
 
 
〃
 

- 
AS
Fグ
ル
ー
プ
（
AS
F,
ES
CO
TA
）
 
 
 
 
〃
 

- 
CO
FI
RO
UT
E社
 
 
 
 
 -
AL
IS
社
 

- 
SM
TP
C社
（
ﾌﾟ
ﾗﾄ
ﾞﾄ
ﾝﾈ
ﾙ）
-C
EV
M（
ﾐﾖ
ｰ高
架
橋
）
 

建
設
中
(2
社
) 

- 
AR
CO
UR
 
  
  
  
  
  
  
-A
DE
LA
C 

②
混
合
経
済
会
社
(2
社
) 
 

 
- 
AT
MB
社
（
ﾓﾝ
ﾌﾞ
ﾗﾝ
ﾄﾝ
ﾈﾙ
）
-S
FT
RF
（
ﾌﾚ
ｼﾞ
ｭｽ
ﾄﾝ
ﾈﾙ
）
 

③
商
工
会
議
所
 

- 
Le
 H
av
re
商
工
会
議
所
（
ﾉﾙ
ﾏﾝ
ﾃﾞ
ｨｰ
橋
、
ﾀﾝ
ｶｰ
ﾋﾞ
ﾙ橋
）
 

- 
 

民
間
会
社
 
25
社
 

 
－
ｱｳ
ﾄｽ
ﾄﾗ
ｰﾃ
ﾞｸ
ﾞﾙ
ｰﾌ
ﾟ 
 8
社
 

－
AS
TM
ｸﾞ
ﾙｰ
ﾌﾟ
 
 
 
 
5社
 

－
AS
TM
提
携
会
社
 
 
 
3社
 

－
そ
の
他
 
 
 
 
 
 
9
社
 

（
※
上
記
の
会
社
の
う
ち
、
多
数
の
会
社
に
AN
AS
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
が
出
資
 

し
て
い
る
。
）
 

コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
等
期
間
 

・
 
45
年
 

・
 
35
～
75
年
（
75
年
が
上
限
）
 

・
 
35
年
（
上
限
値
な
し
）
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投
資
回
収
の
仕
組
み
と
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
契
約

 
 

 
日
本
 

フ
ラ
ン
ス
 

イ
タ
リ
ア
 

資
金
調
達
 
・
 
政
府
保
証
債
、
自
主
調
達
（
社
債
及
び
借
入
金
）
 

（
機
構
で
の
債
務
借
換
時
に
は
財
投
機
関
債
も
利
用
）
 

・
 
自
主
調
達
（
社
債
及
び
借
入
金
）、
公
的
補
助
金
 

 
・
 
フ
ラ
ン
ス
と
同
じ
 

 

公
的
補
助
 
・
 
原
則
な
し
 

・
 
地
震
等
の
大
規
模
災
害
時
の
災
害
復
旧
の
場
合
、
復
旧
費
用
に
対
す

る
国
か
ら
の
補
助
金
制
度
あ
り
 

・
 
通
行
料
金
を
利
用
者
が
受
容
可
能
な
水
準
に
設
定
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
れ
ば
補
助

（
交
通
量
の
少
な
い
路
線
が
対
象
と
な
り
や
す
い
）
 

・
 
フ
ラ
ン
ス
と
同
じ
 

税
制
上
の
優
遇
 

（
会
 社
）
 

・
 
国
税
特
に
な
し
 

・
 
道
路
資
産
に
関
し
て
固
定
資
産
税
免
除
（
地
方
税
法
に
よ
り
H2
7
ま

で
確
定
）
 

（
SA
等
会
社
資
産
は
課
税
）
 

・
 
大
規
模
引
当
金
の
計
上
 

・
 
固
定
資
産
税
免
除
（
国
に
引
渡
さ
な
い
資
産
に
は
課
税
）
 

・
 
修
繕
費
用
及
び
建
設
費
用
引
当
金
の
計
上
 

・
 
修
繕
基
金
の
積
み
立
て
（
国
か
ら
の
補
助
金
含
む
）
 

・
 
固
定
資
産
税
免
除
（
国
に
引
渡
さ
な
い
資
産
に
は
課
税
）
 

資
産
の
償
却
 
・
 
供
用
中
資
産
は
再
調
達
原
価
、
新
た
に
建
設
す
る
資
産
は
取
得
原
価

を
も
と
に
供
用
時
点
か
ら
資
産
種
別
毎
の
耐
用
年
数
で
順
次
償
却

（
国
土
交
通
省
の
委
員
会
を
通
じ
耐
用
年
数
を
設
定
）
 

・
 
期
間
内
投
資
の
全
額
を
償
却
 

 
・
 
補
助
金
を
除
く
全
資
金
調
達
額
を
償
却
 

公
租
公
課
 

（
会
 社
）
 

・
 
消
費
税
（
5%
）
 

・
 
法
人
税
（
会
社
）
 

・
 
国
土
整
備
税
：
収
益
の
約
8.
5%
(A
SF
-2
00
5
年
) 

・
 
国
有
地
使
用
料
：
収
益
の
約
2.
4%
(A
SF
-2
00
5
年
) 

・
 
法
人
税
：
利
益
の
33
% 

・
 
付
加
価
値
税
：
料
金
の
19
.6
% 

・
 
職
業
税
 

・
 
累
積
黒
字
支
払
：
供
用
後
40
年
後
や
50
年
後
に
黒
字
の
度
合
い
に
よ
り
生
じ
る
 

（
実
績
な
し
）
 

・
 
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
料
：
収
益
の
1.
0%
(2
00
7
年
か
ら
2.
4%
) 

・
 
サ
ブ
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
料
：
収
益
の
2.
0%
 

・
 
法
人
税
：
利
益
の
36
% 

・
 
付
加
価
値
税
：
料
金
の
20
% 

利
益
 

・
 
料
金
に
予
定
利
益
は
含
ま
な
い
。
 

・
 
た
だ
し
、
収
入
変
動
が
生
じ
た
場
合
、
計
画
収
入
の
1%
を
上
限
と

し
て
結
果
利
益
は
発
生
（
な
お
、
会
社
の
管
理
費
用
縮
減
が
あ
っ
た

場
合
も
同
様
）
 

※
こ
の
他
、
関
連
事
業
に
よ
る
利
益
は
別
会
計
 

・
 
売
上
高
経
常
利
益
率
18
%(
AS
F-
20
05
年
) 

・
 
売
上
高
経
常
利
益
率
27
%(
ｺﾌ
ｨﾙ
ｰﾄ
-2
00
5
年
) 

・
 
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
全
期
間
を
通
し
て
内
部
収
益
率
8%
を
想
定
 

・
 
売
上
高
経
常
利
益
率
22
%(
ｱｳ
ﾄｽ
ﾄﾗ
ｰﾃ
ﾞ-
20
05
年
) 

・
 
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
全
期
間
を
通
し
て
内
部
収
益
率
7～
8%
を
想
定
 

投
資
と
回
収
 

 

収
益
増
に
よ
る

効
果
 

・
 
償
還
期
間
の
短
縮
等
 

 
 
 
 

・
 
初
期
投
資
費
用
の
早
期
回
収
 

・
 
株
主
へ
の
利
益
還
元
 

・
 
フ
ラ
ン
ス
と
同
じ
 

建
設
計
画
 
・
 
整
備
計
画
と
整
合
し
た
内
容
の
協
定
を
機
構
と
締
結
後
、
有
料
道
路
 

事
業
許
可
を
申
請
、
大
臣
が
許
可
 

・
 
会
社
が
計
画
、
国
が
承
認
 

 
・
 
会
社
が
計
画
、
Ａ
Ｎ
Ａ
Ｓ
が
承
認
 

施
工
管
理
 
・
 
会
社
に
よ
る
自
主
管
理
 

・
 
会
社
に
よ
る
自
主
管
理
が
基
本
 

・
 
年
４
回
の
国
へ
の
報
告
 

・
 
Ａ
Ｎ
Ａ
Ｓ
に
よ
る
監
督
 

建
設
時
 

検
査
 
・
 
国
が
完
成
後
に
道
路
整
備
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
検
査
を
実
施
 

・
 
国
が
供
用
許
可
を
出
す
 

 

・
 
国
が
完
成
後
に
検
査
 

・
 
国
が
供
用
許
可
を
出
す
 

・
 
Ａ
Ｎ
Ａ
Ｓ
が
完
成
後
に
検
査
 

・
 
Ａ
Ｎ
Ａ
Ｓ
が
供
用
許
可
を
出
す
 

契
約
変
更
の
 

標
準
頻
度
 

・
 
お
お
む
ね
5
年
毎
に
協
定
内
容
に
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
れ
ば
 

変
更
 

・
 
5
年
毎
に
業
務
契
約
を
更
新
 

・
 
5
年
毎
に
料
金
改
定
式
を
更
新
 

・
 
5
年
毎
に
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
契
約
を
見
直
し
 

・
 
5
年
毎
に
料
金
改
定
式
を
更
新
 

財
務
状
況
管
理

（
会
社
）
 

・
 
会
社
は
年
度
事
業
計
画
の
認
可
が
義
務
 

国
は
１
／
３
の
法
定
株
主
 

・
 
年
次
報
告
書
の
国
へ
の
提
出
が
義
務
 

・
 
Ａ
Ｎ
Ａ
Ｓ
が
会
社
の
財
務
状
況
を
い
つ
で
も
把
握
で
き
る
よ
う
会
社
が
努
め
る

こ
と
が
義
務
 

サ
ー
ビ
ス
水
準

の
確
保
 

・
 
機
構
と
の
協
定
に
基
づ
き
、
社
内
基
準
等
に
従
い
会
社
が
実
施
 

・
 
業
務
契
約
で
設
定
し
た
目
標
値
を
達
成
す
べ
く
実
施
 

・
 
料
金
改
定
の
交
渉
の
際
に
提
示
 

・
 
プ
ラ
イ
ス
キ
ャ
ッ
プ
式
で
あ
る
た
め
、
実
施
成
果
が
通
行
料
金
に
反
映
 

・
 
サ
ー
ビ
ス
水
準
を
サ
ー
ビ
ス
カ
ー
ド
に
示
す
の
が
義
務
 

維
持
管
理
時
 

工
事
監
督
 
・
 
会
社
に
よ
る
自
主
管
理
が
基
本
 

 
・
 
国
は
監
査
機
関
を
任
命
、
監
査
機
関
が
会
社
の
施
工
管
理
を
監
査
 

・
 
四
半
期
に
一
度
、
工
事
の
進
捗
を
国
に
報
告
 

・
 
Ａ
Ｎ
Ａ
Ｓ
に
よ
る
監
督
 

道
路
資
産
が
 

あ
る
べ
き
状
態
 
・
 
道
路
法
第
42
条
第
1
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
良
好
な
状
態
を
維
持
 

（
協
定
に
お
い
て
も
同
様
の
事
項
を
記
載
）
 

・
 
構
造
物
の
全
て
が
通
常
の
老
朽
化
を
除
き
、
正
常
に
利
用
で
き
る
よ
う
定
期
的
に
維
持

さ
れ
、
構
造
物
を
刷
新
で
き
る
状
態
（
良
好
な
状
態
）
 

・
 
高
速
道
路
と
し
て
そ
の
特
質
に
適
し
た
状
態
 

（
良
好
な
状
態
）
 

契
約
終
了
時
 
道
路
資
産
の
担
保
 
・
 
－
 

・
 
期
間
満
了
5
年
前
に
維
持
更
新
計
画
を
作
成
し
工
事
を
実
施
。
工
事
の
予
測
費
用
は
保

証
金
と
し
て
支
払
う
 

・
 
期
間
満
了
1
年
前
に
AN
AS
に
よ
る
特
別
検
査
を
実
施
 

・
 
検
査
後
の
補
修
工
事
の
実
施
用
件
を
契
約
条
項
で
規
定
 

リ
ス
ク
へ
の
対
応 

基
本
的
考
え
方
 

・
 
45
年
以
内
に
す
べ
て
の
債
務
を
償
還
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、

機
構
と
会
社
が
協
定
を
締
結
し
、
5
年
程
度
で
見
直
す
こ
と
に
よ
り

一
体
と
し
て
リ
ス
ク
に
対
応
す
る
 

・
 
地
震
等
の
大
規
模
な
災
害
復
旧
に
つ
い
て
は
、
国
か
ら
の
補
助
金
に

よ
り
債
務
返
済
リ
ス
ク
が
軽
減
さ
れ
る
 

・
 
高
速
道
路
の
建
設
、
維
持
管
理
、
運
営
に
関
す
る
リ
ス
ク
は
不
可
抗
力
を
除
い
て
会
社

が
負
う
 

・
 
予
期
さ
れ
な
か
っ
た
リ
ス
ク
事
象
が
発
生
し
、
な
お
か
つ
財
政
的
不
均
衡
が
生
じ
る
場

合
は
国
が
助
成
す
る
 

・
 
フ
ラ
ン
ス
と
同
じ
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多
角
経
営
 
他
事
業
・
 

他
国
へ
の
参
画
 

・
 
Ｓ
Ａ
・
Ｐ
Ａ
、
有
料
駐
車
場
、
ト
ラ
ッ
ク
タ
ー
ミ
ナ
ル
、
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
事
業
等
 

・
 
他
国
へ
の
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
参
画
（
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
ギ
リ
シ
ャ
な
ど
、
コ
フ

ィ
ル
ー
ト
社
）
 

・
 
独
ト
ー
ル
コ
レ
ク
ト
社
へ
の
出
資
（
コ
フ
ィ
ル
ー
ト
社
）
 

・
 
他
国
へ
の
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
参
画
（
イ
ギ
リ
ス
な
ど
、
ア
ウ
ト
ス
ト
ラ
ー
デ
社
）
 

 

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
 

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

要
素
 

・
 
経
営
努
力
に
よ
る
コ
ス
ト
縮
減
に
対
し
、
機
構
か
ら
会
社
に
助
成
金

を
交
付
 

※
ま
た
貸
付
料
の
額
を
固
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
維
持
、
修
繕
等
の
費
用

縮
減
努
力
が
会
社
の
業
績
に
反
映
 

・
 
サ
ー
ビ
ス
水
準
の
提
示
と
料
金
改
定
交
渉
時
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
結
果
の
報
告
 

・
 
サ
ー
ビ
ス
水
準
と
通
行
料
金
の
連
動
（
プ
ラ
イ
ス
キ
ャ
ッ
プ
式
）
 

 

 
 

民
間
方
式
の
場
合
の
 

資
金
調
達
 

・
 
財
政
投
融
資（
政
府
保
証
債
）及
び
自
主
調
達（
社
債
及
び
借
入
金
）。
 

【
中
日
本
高
速
会
社
の
20
07
年
度
の
資
金
計
画
】
 

 
事
業
計
画
費
(億
円
) 

新
設
・
改
築
費
 

34
25
 

修
繕
費
 

22
6 

一
般
管
理
費
 

18
0 

支
払
利
息
他
 

16
3 

合
計
 

39
94
 

 
財
源
構
成
 

 
事
業
計
画
費
 

(億
円
) 

財
政
投
融
資
 

17
49
 

自
主
調
達
 

22
45
 

合
計
 

39
94
 

 

・
 
必
要
事
業
費
の
う
ち
、国
や
地
方
自
治
体
の
50
％
を
上
限
と
し
て
補
助
金
の
支
出
が
認

め
ら
れ
て
い
る
 

 
【
AL
IS
（
A2
8）
の
財
源
構
成
】
 

 
出
資
額
 

(百
万
ユ
ー
ロ
) 

構
成
比
（
％
）
 

自
己
資
金
 

11
2 

12
.2
 

国
 

17
1.
5 

18
.7
 

地
方
自
治
体
 

17
1.
5 

18
.7
 

借
入
金
 

46
0 

50
.3
 

合
計
 

91
5 

10
0 

 
 
37
%が
公
的
助
成
（
う
ち
、
国
50
%、
自
治
体
50
%）
 

・
 
公
的
助
成
の
上
限
値
な
し
(2
00
2
年
の
メ
ル
ロ
ー
ニ
法
改
定
ま
で
は
50
％
を
上
限

と
し
て
い
た
) 

   

主
要
な
財
務
指
標
 

【
東
日
本
高
速
道
路
会
社
、
２
０
０
６
年
度
】
 

・
株
主
資
本
 
 
 
 
 
 
  
 １
，
２
５
０
億
円
 

・
料
金
収
入
 
  
 
 
 
 
 
７
，
０
８
９
億
円
 

 
 
 
 
 
（
参
考
、
貸
付
料
 ５
，
２
６
８
億
円
）
 

・
税
引
後
利
益
 
 
 
 
 
 
 
 
  
７
５
億
円
 

 
 
 
 
 
 
 
 
（
法
人
税
等
 
 
５
５
億
円
）
 

・
負
債
 
 
 
  
 
 
 
 
 
５
，
５
３
１
億
円
 

（
う
ち
道
路
建
設
関
係
固
定
負
債
２
，
８
５
０
億
円
）
 

【
コ
フ
ィ
ル
ー
ト
社
、
２
０
０
５
年
】
 

・
株
主
資
本
 
 
 
１
，
９
０
５
億
円
 

・
料
金
収
入
 
 
 
１
，
１
９
９
億
円
 

・
税
引
後
利
益
 
 
 
 
 ３
８
７
億
円
 

（
税
金
 
２
０
１
億
円
（
*1
）
＋
１
４
２
億
円
（
*2
）
＝
３
４
３
億
円
）
 

・
負
債
 
 
 
  
 
４
，
４
３
５
億
円
 

 【
参
考
】
 
*1
：
所
得
税
 

 
*2
付
加
価
値
税
、
国
有
地
使
用
料
、
国
土
整
備
税
等
 

【
ア
ウ
ト
ス
ト
ラ
ー
デ
社
 
２
０
０
５
年
】
 

・
株
主
資
本
 
 
 
４
，
６
７
６
億
円
 

・
料
金
収
入
 
 
 
３
，
４
４
８
億
円
 

・
税
引
後
利
益
 
 
１
，
１
０
１
億
円
 

（
税
金
 
 
６
０
７
億
円
（
*1
）
＋
４
０
億
円
（
*2
）
＝
６
４
７
億
円
）
 

・
負
債
 
  
 
 
１
７
，
２
０
３
億
円
 

 
【
参
考
】
 
*1
：
所
得
税
 

*2
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
料
 

 

 
*１
ユ
ー
ロ
＝
13
6.
97
円
で
換
算
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